
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　長方形状の１枚のベース用シート ( )を２以上に折畳むことにより連続して形成された
少なくとも２枚の紙片 (12, )を有するパンフレットであって、
　前記少なくとも２枚の紙片 (12, )のうち隣接する一対の紙片 (12, )を折り畳んだとき
前記一対の紙片 (12, )間の第１折り目 ( )と平行な第２折り目 ( )を介して逆方向に
折り畳まれる補助シート ( )の両側部が前記第１折り目 ( )から所定の隙間をあけて前
記一対の紙片 ( )の内面にそれぞれ接着され、
　前記補助シート ( )に前記一対の紙片 (12, )の開いた状態で前記第２折り目 ( )を頂
部として接続する一対の傾斜部 (14b, )が形成され、
　前記第２折り目 ( )又は前記一対の傾斜部 (14b )のいずれか一方又は双方に封入物
( )を挿通可能なスリット ( )が前記第１折り目 ( )と平行に形成され、
　前記第１折り目 ( )で折り畳んだ前記一対の紙片 (12, )を開くときに前記第２折り目
( )に接近する前記第１折り目 ( )により前記一対の傾斜部 (14b, )の間に存在する
前記封入物 ( )の先端が押し戻されて前記封入物 ( )が前記スリット ( )から突出する
ように構成され
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、

　前記スリット (14f)近傍の前記一対の傾斜部 (14b,14c)に前記第２折り目 (14a)に平行に
第１及び第２長孔 (15a,15b)がそれぞれ形成され、
　両端部にメッセージ部 (17a,17b)が形成された長尺シート (17)が前記第１及び第２長孔 (
15a,15b)に挿通され、



　ことを特徴とするパンフレット。
【請求項２】
　一対の紙片 (12,13)を折り畳んだとき長尺シート (17)が略Ｖ字状に所定の角度で折り畳
まれるように構成された 記載のパンフレット。
【請求項３】
　

　 スリット (25f)近傍の前記一対の傾斜部 (25b,25c)に前記第２折り目 (25a)に平行に
第３及び第４長孔 (25j,25k)がそれぞれ形成され、
　一端が前記第３長孔 (25j)の孔縁に接着して前記第３及び第４長孔 (25j,25k)に押し戻し
紙片 (28)が挿通され、
　前記一対の紙片 (22,23)を折り畳んだとき前記スリット (25f)に挿通されて前記一対の傾
斜部 (25b,25c)の間に存在する前記封入物 (27)の先端を覆うように前記押し戻し紙片 (28)
が同方向に折り畳まれ、
　前記他端を前記第４長孔 (25k)から引き出すことにより伸張する前記押し戻し紙片 (28)
に押し戻されて前記スリット (25f)から前記封入物 (27)が突出するように構成された
　 パンフレット。
【請求項４】
　第３長孔 (25j)とスリット (25f)の間隔が第４長孔 (25k)とスリット (25f)の間隔より短く
形成された 記載のパンフレット。
【請求項５】
　一対の紙片 (22,23)を折り畳んだときスリット (25f)に挿通された封入物 (27)の先端に対
応する押し戻し紙片 (28)に複数本の補助折り目が第１折り目 (21a)と平行に形成された

記載のパンフレット。
【請求項６】
　第１折り目 (25a)と平行な第３折り目 (25m,25m)により折り返された補助傾斜部 (25n,25n
)が一対の傾斜部 (25b,25c)の頂部にそれぞれ形成され、前記補助傾斜部 (25n,25n)の先端
縁が第２折り目 (25a)を介して接続された請求項１ いずれか記載のパンフレット
。
【請求項７】
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　前記一対の紙片 (12,13)を折り畳んだとき前記スリット (14f)に挿通されて前記一対の傾
斜部 (14b,14c)の間に存在する前記封入物 (16)の先端を覆うように前記長尺シート (17)が
同方向に折り畳まれ、
　前記第１折り目 (11a)で折り畳んだ前記一対の紙片 (12,13)を開くときに前記第２折り目
(14a)に接近する前記第１折り目 (11a)により前記一対の傾斜部 (14b,14c)の間に存在する
前記長尺シート (17)の中央部分が押し戻されて前記メッセージ部 (17a,17b)が前記第１及
び第２長孔 (15a,15b)から突出するように構成された

請求項１

長方形状の１枚のベース用シート (21)を２以上に折畳むことにより連続して形成された
少なくとも２枚の紙片 (22,23,24)を有するパンフレットであって、
　前記少なくとも２枚の紙片 (22,23,24)のうち隣接する一対の紙片 (22,23)を折り畳んだ
とき前記一対の紙片 (22,23)間の第１折り目 (21a)と平行な第２折り目 (25a)を介して逆方
向に折り畳まれる補助シート (25)の両側部が前記第１折り目 (21a)から所定の隙間をあけ
て前記一対の紙片 (22,23)の内面にそれぞれ接着され、
　前記補助シート (25)に前記一対の紙片 (22,23)の開いた状態で前記第２折り目 (25a)を頂
部として接続する一対の傾斜部 (25b,25c)が形成され、
　前記第２折り目 (25a)又は前記一対の傾斜部 (25b,25c)のいずれか一方又は双方に封入物
(27)を挿通可能なスリット (25f)が前記第１折り目 (21a)と平行に形成され、
　前記第１折り目 (21a)で折り畳んだ前記一対の紙片 (22,23)を開くときに前記第２折り目
(25a)に接近する前記第１折り目 (21a)により前記一対の傾斜部 (25b,25c)の間に存在する
前記封入物 (27)の先端が押し戻されて前記封入物 (27)が前記スリット (25f)から突出する
ように構成され、

前記

ことを特徴とする

請求項３

請
求項３又は４

ないし５

長方形状の１枚のベース用シート (21)を２以上に折畳むことにより連続して形成された



第１折り目 (25a)と平行な第３折り目 (25m,25m)により折り返された補助傾斜部 (25n
,25n)が 一対の傾斜部 (25b,25c)の頂部にそれぞれ形成され、
　前記補助傾斜部 (25n,25n)の先端縁が 第２折り目 (25a)を介して接続された
　 パンフレット。
【請求項８】
　少なくとも２枚の紙片のうち隣接する一対の紙片 (12,13,23,24)の周縁を接着すること
により封筒が形成される請求項１ いずれか記載のパンフレット。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、カード，優待券，商品カタログ、商品見本、小冊子又はコンパクトディスク等
の封入物を収納可能なパンフレットに関する。更に詳しくは街頭で配布したり、或いはダ
イレクトメール等の郵送可能な封筒を兼ねるパンフレットに関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
ダイレクトメールは、広告主が訴求する必要のある顧客に限定して郵送により商品情報を
提供し、顧客の購買を促すための広告手段として近年盛んに採り入れられている。ダイレ
クトメールで多くの商品情報を顧客に届ける場合には、封筒にカード，優待券，商品カタ
ログ、商品見本又は小冊子等の封入物を封入している。
一方、広告主が商品情報を提供するため、人通りの多い街頭にて広告主の雇用した従業員
等が不特定多数の通行人にパンフレットを配布する場合もある。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】
しかし、情報が氾濫している近年においては、上記従来の封筒によるダイレクトメールの
場合、このダイレクトメールを受取人が開封しても、よく内容を読まずに破棄してしまう
場合があり、ダイレクトメールの受取人における滞留時間が極めて短い不具合がある。
また、上記従来の街頭におけるパンフレットの配布では、通行人がなかなかパンフレット
を受取ってくれず、また受取ってもよく内容を読まずに破棄してしまう場合がある。
本発明の目的は、開いた受取人に興味を持たせることができ、この受取人における滞留期
間を延すことができるパンフレットを提供することにある。
本発明の別の目的は、新たに封筒に入れなくても郵送することができるパンフレットを提
供することにある。
【０００４】
【課題を解決するための手段】
　請求項１に係る発明は、図１に示すように、長方形状の１枚のベース用シート１１を２
以上に折畳むことにより連続して形成された少なくとも２枚の紙片１２，１３を有するパ
ンフレットである。

10

20

30

40

50

(3) JP 3831768 B2 2006.10.11

少なくとも２枚の紙片 (22,23,24)を有するパンフレットであって、
　前記少なくとも２枚の紙片 (22,23,24)のうち隣接する一対の紙片 (22,23)を折り畳んだ
とき前記一対の紙片 (22,23)間の第１折り目 (21a)と平行な第２折り目 (25a)を介して逆方
向に折り畳まれる補助シート (25)の両側部が前記第１折り目 (21a)から所定の隙間をあけ
て前記一対の紙片 (22,23)の内面にそれぞれ接着され、
　前記補助シート (25)に前記一対の紙片 (22,23)の開いた状態で前記第２折り目 (25a)を頂
部として接続する一対の傾斜部 (25b,25c)が形成され、
　前記第２折り目 (25a)又は前記一対の傾斜部 (25b,25c)のいずれか一方又は双方に封入物
(27)を挿通可能なスリット (25f)が前記第１折り目 (21a)と平行に形成され、
　前記第１折り目 (21a)で折り畳んだ前記一対の紙片 (22,23)を開くときに前記第２折り目
(25a)に接近する前記第１折り目 (21a)により前記一対の傾斜部 (25b,25c)の間に存在する
前記封入物 (27)の先端が押し戻されて前記封入物 (27)が前記スリット (25f)から突出する
ように構成され、
　前記

前記
前記

ことを特徴とする

ないし７



　その特徴ある点は、少なくとも２枚の紙片１２，１３のうち隣接する一対の紙片１２，
１３を折り畳んだとき一対の紙片１２，１３間の第１折り目１１ａと平行な第２折り目１
４ａを介して逆方向に折り畳まれる補助シート１４の両側部が第１折り目１１ａから所定
の隙間をあけて一対の紙片１２，１３の内面にそれぞれ接着され、補助シート１４に一対
の紙片１２，１３の開いた状態で第２折り目１４ａを頂部として接続する一対の傾斜部１
４ｂ，１４ｃが形成され、第２折り目１４ａ又は一対の傾斜部１４ｂ，１４ｃのいずれか
一方又は双方に封入物１６を挿通可能なスリット１４ｆが第１折り目１１ａと平行に形成
され、第１折り目１１ａで折り畳んだ一対の紙片１２，１３を開くときに第２折り目１４
ａに接近する第１折り目１１ａにより一対の傾斜部１４ｂ，１４ｃの間に存在する封入物
１６の先端が押し戻されて封入物１６がスリット１４ｆから突出するように構成され

【０００５】
この請求項１に記載されたパンフレットでは、パンフレット１０を開封して折り畳んだ一
対の紙片１２，１３を開くと、第２折り目１４ａに第１折り目１１ａが接近し、第１折り
目１１ａにより封入物１６の先端が押し戻されて傾斜部１４ｃ及び第２折り目１４ａのい
ずれか一方又は双方に形成されたスリット１４ｆから突出する。これを見た顧客はその封
入物１６に興味を示し、ベース用シート１１及び補助シート１４に印刷された情報を読む
。
【０００７】
　 パンフレット１０を開封して折り畳んだ一対の紙片１２，１３を開くと、第２折
り目１４ａに第１折り目１１ａが接近し、第１折り目１１ａにより封入物１６とともに長
尺シート１７の中央部分が押し戻されて一対の傾斜部１４ｂ，１４ｃに形成された第１及
び第２長孔１５ａ，１５ｂからメッセージ部１７ａ，１７ｂが突出する。これを見た顧客
はその封入物１６に興味を示し、ベース用シート１１及び補助シート１４に印刷された情
報を読む。
【０００８】
　 に係る発明は、 に係る発明であって、一対の紙片１２，１３を折り畳
んだとき長尺シート１７が略Ｖ字状に所定の角度で折り畳まれるように構成されたパンフ
レットである。
　この に係る発明では、長尺シート１７の中央部分が押し戻されて第１及び第２
長孔１５ａ，１５ｂからメッセージ部１７ａ，１７ｂが突出する際に、見る位置によりメ
ッセージ部１７ａ，１７ｂは図７の実線矢印で示すように互いに広がるかのような錯覚を
顧客に与えて、顧客の注意を喚起する。
【０００９】
　 図８に示すように、
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る。
　そして、図５及び図７に示すように、スリット１４ｆ近傍の一対の傾斜部１４ｂ，１４
ｃに第２折り目１４ａに平行に第１及び第２長孔１５ａ，１５ｂがそれぞれ形成され、両
端部にメッセージ部１７ａ，１７ｂが形成された長尺シート１７が第１及び第２長孔１５
ａ，１５ｂに挿通され、一対の紙片１２，１３を折り畳んだときスリット１４ｆに挿通さ
れて一対の傾斜部１４ｂ，１４ｃの間に存在する封入物１６の先端を覆うように長尺シー
ト１７が同方向に折り畳まれ、第１折り目１１ａで折り畳んだ一対の紙片１２，１３を開
くときに第２折り目１４ａに接近する第１折り目１１ａにより一対の傾斜部１４ｂ，１４
ｃの間に存在する長尺シート１７の中央部分が押し戻されてメッセージ部１７ａ，１７ｂ
が第１及び第２長孔１５ａ，１５ｂから突出するように構成される。

また、

請求項２ 請求項１

請求項２

請求項３に係る発明は、 長方形状の１枚のベース用シート２１を２
以上に折畳むことにより連続して形成された少なくとも２枚の紙片２２，２３，２４を有
するパンフレットであって、少なくとも２枚の紙片２２，２３，２４のうち隣接する一対
の紙片２２，２３を折り畳んだとき一対の紙片２２，２３間の第１折り目２１ａと平行な
第２折り目２５ａを介して逆方向に折り畳まれる補助シート２５の両側部が第１折り目２
１ａから所定の隙間をあけて一対の紙片２２，２３の内面にそれぞれ接着され、補助シー
ト２５に一対の紙片２２，２３の開いた状態で第２折り目２５ａを頂部として接続する一
対の傾斜部２５ｂ，２５ｃが形成され、第２折り目２５ａ又は一対の傾斜部２５ｂ，２５



スリット２５ｆ近傍の一対の傾斜部２５ｂ，２５ｃに第２折り目２５ａに平行
に第１及び第２長孔２５ｊ，２５ｋがそれぞれ形成され、一端が第１長孔２５ｊの孔縁に
接着して第１及び第２長孔２５ｊ，２５ｋに押し戻し紙片２８が挿通され、一対の紙片２
２，２３を折り畳んだときスリット２５ｆに挿通されて一対の傾斜部２５ｂ，２５ｃの間
に存在する封入物２７の先端を覆うように押し戻し紙片２８が同方向に折り畳まれ、他端
を第２長孔２５ｋから引き出すことにより伸張する押し戻し紙片２８に押し戻されてスリ
ット２５ｆから封入物２７が突出するように構成されたパンフレットである。
　この に係る発明では、パンフレット２０を開封して一対の紙片２２，２３を開
くと封入物２７がスリット２５ｆから突出する。押し戻し紙片２８の他端を顧客が引っ張
ると、押し戻し紙片２８は伸張し、伸張する際に押し戻し紙片２８はスリット２５ｆに挿
通された封入物２７を押し戻して第２折り目２１ａに形成されたスリット２５ｆから突出
させる。これを見た顧客はその封入物２７に興味を示し、ベース用シート２１及び補助シ
ート２５に印刷された情報を読む。
【００１０】
　 に係る発明は、 に係る発明であって、第１長孔２５ｊとスリット２５
ｆの間隔が第２長孔２５ｋとスリット２５ｆの間隔より短く形成されたパンフレットであ
る。
　この に係る発明では、押し戻し紙片２８の他端を第２長孔２５ｋから引き出し
て伸張させると、伸張する際に押し戻し紙片２８は封入物２７を押し戻してスリット２５
ｆから突出させる。押し戻し紙片２８が完全に伸張すると第１長孔２５ｊから第２長孔２
５ｋに向かって開かれた一対の紙片２２，２３に近づくように傾斜する。その傾斜により
封入物２７は第２長孔２５ｋが形成された傾斜面２５ｃに沿って突出して顧客の興味を引
く。
【００１１】
　 に係る発明は、 に係る発明であって、一対の紙片２２，２３を
折り畳んだときスリット２５ｆに挿通された封入物２７の先端に対応する押し戻し紙片２
８に複数本の補助折り目が第１折り目２１ａと平行に形成されたパンフレットである。
　この に係る発明では、スリット２５ｆに挿通された封入物２７の先端形状に相
応して押し戻し紙片２８が折り畳まれ、折り畳まれた押し戻し紙片２８がふくらむことに
起因するパンフレットのふくらみを防止する。
【００１２】
　 に係る発明は、 いずれかに係る発明であって、図１０に示す
ように、第１折り目２１ａと平行な第３折り目２５ｍ，２５ｍにより折り返された補助傾
斜部２５ｎ，２５ｎが一対の傾斜部２５ｂ，２５ｃの頂部にそれぞれ形成され、補助傾斜
部２５ｎ，２５ｎの先端縁が第２折り目２５ａを介して接続されたパンフレットである。
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ｃのいずれか一方又は双方に封入物２７を挿通可能なスリット２５ｆが第１折り目２１ａ
と平行に形成され、第１折り目２１ａで折り畳んだ一対の紙片２２，２３を開くときに第
２折り目２５ａに接近する第１折り目２１ａにより一対の傾斜部２５ｂ，２５ｃの間に存
在する封入物２７の先端が押し戻されて封入物２７がスリット２５ｆから突出するように
構成され、

請求項３

請求項４ 請求項３

請求項４

請求項５ 請求項３又は４

請求項５

請求項６ 請求項１ないし５

請求項７に係る発明は、長方形状の１枚のベース用シート２１を２以上に折畳むことに
より連続して形成された少なくとも２枚の紙片２２，２３，２４を有するパンフレットで
あって、少なくとも２枚の紙片２２，２３，２４のうち隣接する一対の紙片２２，２３を
折り畳んだとき一対の紙片２２，２３間の第１折り目２１ａと平行な第２折り目２５ａを
介して逆方向に折り畳まれる補助シート２５の両側部が第１折り目２１ａから所定の隙間
をあけて一対の紙片２２，２３の内面にそれぞれ接着され、補助シート２５に一対の紙片
２２，２３の開いた状態で第２折り目２５ａを頂部として接続する一対の傾斜部２５ｂ，
２５ｃが形成され、第２折り目２５ａ又は一対の傾斜部２５ｂ，２５ｃのいずれか一方又
は双方に封入物２７を挿通可能なスリット２５ｆが第１折り目２１ａと平行に形成され、
第１折り目２１ａで折り畳んだ一対の紙片２２，２３を開くときに第２折り目２５ａに接
近する第１折り目２１ａにより一対の傾斜部２５ｂ，２５ｃの間に存在する封入物２７の



に係る発明では、補助シート２５に複数のスリット２５ｆを形成す
ることが可能になり、このような補助シート２５を有するパンフレット２０では比較的多
くの封入物２７を同時に封入することが可能になる。
【００１３】
　 に係る発明は、請求項１ いずれかに係る発明であって、図１に示すよ
うに、少なくとも２枚の紙片１２，１３のうち隣接する一対の紙片１２，１３の周縁を接
着することにより封筒が形成されるパンフレットである。
　この に係る発明では、一対の紙片１２，１３の周縁を接着して封滅することに
より封筒が形成されるので、パンフレットを新たに封筒に入れずに郵送することができる
。
【００１４】
【発明の実施の形態】
次に本発明の第１の実施の形態を図面に基づいて説明する。
図１に示すように、パンフレット１０は長方形状の１枚のベース用シート１１を有し、こ
のシート１１には横方向で１回折って２つに折畳むことにより、左から順に表紙部を形成
する第１紙片１２及び裏紙部を形成する第２紙片１３が形成される。図１の符号１１ａは
ベース用シート１１の第１折り目である。ここで図１に示されるベース用シート１１のう
ち図に現れている面を内面とし、図に現れていない面を表面とする。このベース用シート
１１の表面にはパンフレット１０を送る際の宛先と送り主等が印刷され、ベース用シート
１１の内面及び後述する補助シート１４には封入物に関する情報がそれぞれ印刷される。
【００１５】
隣接する一対の紙片１２，１３の内面には補助シート１４の両側部がそれぞれ接着される
。この実施の形態における補助シート１４は第２紙片１３に連続する紙片（図２）により
形成され、補助シート１４は第１及び第２紙片１２，１３を折り畳んだとき逆方向に折り
畳まれるように折り曲げられる。補助シート１４の折り畳みは、一対の紙片１２，１３間
の第１折り目１１ａと平行な第２折り目１４ａを介して行われ、折り畳んだ一対の紙片１
２，１３を開いたときこの第２折り目１４ａを頂部として接続する一対の傾斜部１４ｂ，
１４ｃが形成される。補助シート１４の両側部の接着は一対の傾斜部１４ｂ，１４ｃに連
設された一対の接着片１４ｄ，１４ｅを介して行われ、一対の接着片１４ｄ，１４ｅは一
対の傾斜部１４ｂ，１４ｃの下縁が第１折り目１１ａから所定の隙間をあけて位置するよ
うに一対の紙片１２，１３の内面にそれぞれ接着される。この実施の形態で使用する接着
剤はホットメルト型接着剤であり、この接着剤は熱可塑性樹脂を主成分とし、常温では固
体であり、８０～１５０℃に加熱することにより溶融して接着力を発生し、更に冷却固化
して接着力を発揮するように剥離不能に構成される。
【００１６】
第２折り目１４ａの中央部分には封入物１６を挿通可能なスリット１４ｆが第１折り目１
１ａと平行に形成される。この実施の形態における封入物はコンパクトディスク１６であ
る。一方、スリット１４ｆに対応する第１折り目１１ａには、封入物であるコンパクトデ
ィスク１６が通過不能な切り込み１１ｂが形成される。コンパクトディスク１６は第２折
り目１４ａに形成されたスリット１４ｆに挿通され、スリット１４ｆに挿通されたコンパ
クトディスク１６の先端は第１折り目 に形成された切り込み１１ｂから突出可能に
構成される。図２（ｃ）に示すように、コンパクトディスク１６のスリット１４ｆに挿通
された部分は、一対の紙片１２，１３を折り畳んだとき一対の傾斜部１４ｂ，１４ｃの間
に挟まれ、コンパクトディスク１６は一対の紙片１２，１３に切り込み１１ｂから突出し
た先端を除く全ての部分が一対の傾斜部１４ｂ，１４ｃとともに挟まれるように構成され
る。
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先端が押し戻されて封入物２７がスリット２５ｆから突出するように構成され、第１折り
目２１ａと平行な第３折り目２５ｍ，２５ｍにより折り返された補助傾斜部２５ｎ，２５
ｎが一対の傾斜部２５ｂ，２５ｃの頂部にそれぞれ形成され、補助傾斜部２５ｎ，２５ｎ
の先端縁が第２折り目２５ａを介して接続されたパンフレットである。
　この請求項６及び７

請求項８ ないし７

請求項８

１１ａ



【００１７】
図１に戻って、接着片１４ｄが剥離不能に接着された第１紙片１２における内面の上縁，
下縁及び一方の側縁（第１折り目１１ａとは反対側の側縁）には第１接着剤層１８がそれ
ぞれ形成され、第２紙片１３内面の上縁，下縁及び一方の側縁（第１折り目１１ａとは反
対側の側縁）には第２接着剤層１９がそれぞれ形成される。第１及び第２接着剤層１８，
１９は植物ゴムを主成分とする透明な糊で構成され、接着後引き剥がすとベース用シート
１１が破けずに第１紙片１２と第２紙片１３を簡単に剥離してその第１及び第２紙片１２
，１３を開くことができるように剥離可能に構成される。
【００１８】
このように構成されたパンフレットの組立手順を説明する。
図１及び図２（ａ）に示すように、第１及び第２紙片１２，１３を開いた状態でコンパク
トディスク１６をスリット１４ｆにその先端が第１折り目１１ａの切り込み１１ｂから突
出するまで挿通する。その後、ベース用シート１１を第１折り目１１ａで図２（ｂ）に示
すように折曲げる。ベース用シート１１を折曲げると第２折り目１４ａを介して補助シー
ト１４は逆方向に折り畳まれ、第２折り目１４ａは第１折り目１１ａから離間する。この
ため、ベース用シート１１を折曲げる際にコンパクトディスク１６の先端を第１折り目１
１ａの切り込み１１ｂから突出するように付勢する。このように付勢した状態でベース用
シート１１を更に折曲げると、図２（ｃ）に示すように、コンパクトディスク１６のスリ
ット１４ｆに挿通された部分は一対の傾斜部１４ｂ，１４ｃの間に挟まれ、コンパクトデ
ィスク１６は切り込み１１ｂから突出した先端を除く全ての部分が一対の傾斜部１４ｂ，
１４ｃとともに一対の紙片１２，１３に挟まれる。従って、一対の紙片１２，１３の幅方
向寸法よりコンパクトディスク１６の直径が大きくても、そのコンパクトディスク１６を
有効に一対の紙片１２，１３に挟むことができる。その後、第１紙片１２及び第２紙片１
３を第１及び第２接着剤層１８，１９（図１）を介して剥離可能に接着することにより、
コンパクトディスク１６が封滅されたパンフレット１０が形成される。
【００１９】
このように構成されたパンフレット１０に宛先を印刷して広告主が投函して郵送するか、
或いは街頭で配布したり、若しくは郵送によらない便により宅配することにより顧客に届
ける。このパンフレット１０を受け取った顧客がこのパンフレット１０を開封し、折り畳
んだ一対の紙片１２，１３を開く。すると、補助シート１４の一対の傾斜部１４ｂ，１４
ｃは徐々にその間隔を広げ、第２折り目１４ａに第１折り目１１ａが接近する。図２（ｂ
）に示すように、第２折り目１４ａに接近する第１折り目１１ａにより一対の傾斜部１４
ｂ，１４ｃの間に存在するコンパクトディスク１６は押し戻され、図１及び図２（ａ）に
示すように、コンパクトディスク１６は第２折り目１４ａに形成された２スリット１４ｆ
から突出する。これを見た顧客はそのコンパクトディスク１６に興味を示し、そのコンパ
クトディスク１６をスリット１４ｆから引き出すとともに、ベース用シート１１及び補助
シート１４に印刷された情報を読む。この結果、顧客におけるパンフレット１０の滞留期
間も延びる。
【００２０】
なお、上述した第１の実施の形態では、スリット１４ｆに対応する第１折り目１１ａに封
入物１６が通過不能な切り込み１１ｂを形成して、一対の紙片１２，１３の幅方向寸法よ
り大きな封入物を一対の紙片１２，１３に挟んで封滅する場合の例を示したが、一対の紙
片１２，１３が封入物１６を十分に挟んで封滅し得るものであれば、図３に示すように、
封入物１６が通過不能な切り込み１１ｂを第１折り目１１ａに形成しなくてもよい。
また、上述した第１の実施の形態では、第２折り目１４ａにスリット１４ｆを形成したが
、封入物を挿通するためのスリットは一対の傾斜部に形成しても良く、図３に示すように
第２折り目１４ａ及び一対の傾斜部１４ｂ、１４ｃの双方にそれぞれスリット１４ｆ，１
４ｇを形成しても良い。封入物を挿通するためのスリット１４ｆ，１４ｇを第２折り目１
４ａ及び一対の傾斜部１４ｂ、１４ｃの双方にそれぞれ形成すると、複数種類の封入物１
６，１６ａ，１６ｂを単一のパンフレットに封滅することができ、折り畳んだ一対の紙片
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１２，１３を開く際に第２折り目１４ａに接近する第１折り目１１ａにより、図４に示す
ように、それら複数種類の封入物１６，１６ａ，１６ｂをそれぞれのスリット１４ｆ，１
４ｇから同時に突出させることができる。
【００２１】
図５～図７は本発明の第２の実施の形態を示す。図面中上述した実施の形態と同一符号は
同一部品を示し、繰り返しての説明を省略する。
図５に示すように、パンフレット１０は長方形状の１枚のベース用シート１１を有し、こ
のシート１１には２つに折畳むことにより、第１紙片１２及び第２紙片１３が形成される
。 符号１１ａはベース用シート１１の第１折り目である。隣接する一対の紙片１２
，１３の内面には、第２紙片１３に連続する紙片（図６）により形成された補助シート１
４の両側部がそれぞれ接着される。第１及び第２紙片１２，１３を折り畳んだとき、補助
シート１４は第１折り目１１ａと平行な第２折り目１４ａを介して逆方向に折り畳まれる
ように折り曲げられ、折り畳んだ一対の紙片１２，１３を開いたときこの第２折り目１４
ａを頂部として接続する一対の傾斜部１４ｂ，１４ｃが形成される。一対の傾斜部１４ｂ
，１４ｃの下縁は第１折り目１１ａから所定の隙間をあけて位置するように一対の紙片１
２，１３の内面にそれぞれ接着される。
【００２２】
第２折り目１４ａには封入物であるコンパクトディスク１６を挿通可能なスリット１４ｆ
が第１折り目１１ａと平行に形成される。スリット１４ｆ近傍の一対の傾斜部１４ｂ，１
４ｃには第２折り目１４ａに平行に第１及び第２長孔１５ａ，１５ｂがそれぞれ形成され
、長尺シート１７がこの第１及び第２長孔１５ａ，１５ｂに挿通される。長尺シート１７
の両端部には比較的広い広告面積を有するメッセージ部１７ａ，１７ｂが形成され、一対
の紙片１２，１３を折り畳んだとき、スリット１４ｆに挿通されたコンパクトディスク１
６の先端を覆うようにその一対の紙片１２，１３と同方向に折り畳まれるように構成され
る。図７に示すように、この実施の形態における第１及び第２長孔１５ａ，１５ｂは、第
２折り目１４ａ方向に互いにずれて一対の傾斜部１４ｂ，１４ｃにそれぞれ形成され、こ
の第１及び第２長孔１５ａ，１５ｂに挿通された長尺シート１７は、一対の紙片１２，１
３と同方向に折り畳まれた状態で略Ｖ字状を形成するように所定の角度で折り畳まれるよ
うに構成される。
【００２３】
長尺シート１７が第１及び第２長孔１５ａ，１７ｂに挿通された状態で、封入物であるコ
ンパクトディスク１６は第２折り目１４ａに形成された第１スリット１４ｆに挿通される
。図６（ｃ）に示すように、第１及び第２長孔１５ａ，１７ｂに挿通された長尺シート１
７の中央部分はスリット１４ｆに挿通されたコンパクトディスク１６の先端により押され
、一対の紙片１２，１３と同方向に折り曲げられ、その後一対の紙片１２，１３を折り畳
んだとき、スリット１４ｆに挿通されたコンパクトディスク１６の先端を覆うようにその
一対の紙片１２，１３と同方向に折り畳まれる。一方、コンパクトディスク１６は、畳ま
れた長尺シート１７によりその先端が覆われ、その状態で一対の傾斜部１４ｂ，１４ｃの
間に挟まれる。その状態でコンパクトディスク１６全体は一対の紙片１２，１３に挟まれ
るように構成される。
【００２４】
このように構成されたパンフレットの組立手順を説明する。
図５及び図６（ａ）に示すように、第１及び第２紙片１２，１３を開いた状態で長尺シー
ト１７を第１及び第２長孔１５ａ，１５ｂに挿通し、その後コンパクトディスク１６を第
１スリット１４ｆにその先端が第１折り目１１ａに当接するまで挿通する。これにより長
尺シート１７の中央部分はコンパクトディスク１６の先端により押され、一対の紙片１２
，１３と同方向に折り曲げられる。その後、ベース用シート１１を第１折り目１１ａで図
６（ｂ）に示すように折曲げる。ベース用シート１１を折曲げると第２折り目１４ａを介
して補助シート１４は逆方向に折り畳まれ、第２折り目１４ａは第１折り目１１ａから離
間する。このため、ベース用シート１１を折曲げる際にコンパクトディスク１６の先端を
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図５の



第１折り目１１ａに当接させるように付勢する。このように付勢した状態でベース用シー
ト１１を更に折曲げると、図６（ｃ）に示すように、コンパクトディスク１６の先端を覆
うように長尺シート１７は一対の紙片１２，１３と同方向に折り畳まれ、スリット１４ｆ
に挿通されたコンパクトディスク１６は一対の傾斜部１４ｂ，１４ｃの間に先端が挟まれ
た状態で一対の紙片１２，１３に全体が挟まれる。その後、第１紙片１２及び第２紙片１
３を第１及び第２接着剤層１８，１９（図１）を介して剥離可能に接着することにより、
コンパクトディスク１６が封滅されたパンフレット１０が形成される。
【００２５】
このように構成されたパンフレット１０に宛先を印刷して広告主が投函して郵送するか、
或いは街頭で配布したり、若しくは郵送によらない便により宅配することにより顧客に届
ける。このパンフレット１０を受け取った顧客がこのパンフレット１０を開封し、折り畳
んだ一対の紙片１２，１３を開く。すると、補助シート１４の一対の傾斜部１４ｂ，１４
ｃは徐々にその間隔を広げ、第２折り目１４ａに第１折り目１１ａが接近する。図６（ｂ
）に示すように、第２折り目１４ａに接近する第１折り目１１ａにより一対の傾斜部１４
ｂ，１４ｃの間に存在するコンパクトディスク１６の先端及び長尺シート１７の中央部分
は押し戻され、図５及び図６（ａ）に示すように、コンパクトディスク１６は第２折り目
１４ａに形成されたスリット１４ｆから突出し、長尺シート１７の両端に形成されたメッ
セージ部１７ａ，１７ｂは第１及び第２長孔１５ａ，１５ｂから突出する。
【００２６】
特に、この実施の形態における第１及び第２長孔１５ａ，１５ｂは、第２折り目１４ａ方
向に互いにずれて形成され、長尺シートは略Ｖ字状を形成するように所定の角度で折り畳
まれているので、長尺シート１７の中央部分が押し戻されて第１及び第２長孔１５ａ，１
５ｂからメッセージ部１７ａ，１７ｂが突出する際に、見る位置によりメッセージ部１７
ａ，１７ｂは図７の実線矢印で示すように互いに広がるかのような錯覚を顧客に与える。
これを見た顧客はそのコンパクトディスク１６に興味を示し、そのコンパクトディスク１
６をスリット１４ｆから引き出すとともに、第１及び第２長孔１５ａ，１５ｂから突出し
たメッセージ部１７ａ，１７ｂに印刷された説明及びベース用シート１１及び補助シート
１４に印刷された情報を読む。この結果、顧客におけるパンフレット１０の滞留期間も延
びる。
【００２７】
図８及び図９は本発明の第３の実施の形態を示す。図面中上述した実施の形態と同一符号
は同一部品を示す。
図８に示すように、パンフレット２０は長方形状の１枚のベース用シート２１を有し、こ
のシート２１をその横方向で２回折って３つに折畳むことにより、左から順に内紙部を形
成する第１紙片２２、表紙部を形成する第２紙片２３及び裏紙部を形成する第３紙片２４
が形成される。 の符号２１ａは内紙部及び表紙部を形成して隣接する一対の紙片２２
，２３の間の第１折り目である。ここで図８に示されるベース用シート２１のうち図に現
れている面を内面とし、図に現れていない面を表面とする。表紙部を形成する紙片２３に
は窓孔２３ａが形成され、その窓孔２３ａは透明フィルム２３ｂにより内面側から封止さ
れる。裏紙部を形成する紙片２４の表面にはパンフレット１０を送る送り主等が印刷され
る。内紙部を形成する紙片２２の表面及び内面、表紙部及び裏紙部を形成する紙片２３，
２４の内面、及び後述する補助シート２５には封入物に関する情報がそれぞれ印刷される
。
【００２８】
この一対の紙片２２，２３の内面には内紙部２２に連続する紙片からなる補助シート２５
の両側部がそれぞれ接着される（図９）。補助シート２５は第１及び第２紙片２２，２３
と逆方向に折り畳まれるように折り曲げられ、その折り畳みは一対の紙片２２，２３間の
第１折り目２１ａと平行な第２折り目２５ａを介して行われる。補助シート２５には折り
畳んだ一対の紙片２２，２３を開いたときこの第２折り目２５ａを頂部として接続する一
対の傾斜部２５ｂ，２５ｃが形成される。補助シート２５の両側部の接着は一対の傾斜部
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２５ｂ，２５ｃに連設された一対の接着片２５ｄ，２５ｅを介して行われ、一対の接着片
２５ｄ，２５ｅは一対の傾斜部２５ｂ，２５ｃの下縁が第１折り目２１ａから所定の隙間
をあけて位置するように一対の紙片２２，２３の内面にそれぞれ接着される。
【００２９】
ここで、内紙部に連続する接着片２５ｄはその接着片２５ｄ全体がその紙片１２の内面に
接着される。一方、表紙部を形成する紙片２３に接着される接着片２５ｅは上縁及び下縁
のみが紙片２３に接着され、接着片２５ｅはその紙片２３とともに返信用のはがき２６が
挿入可能なポケットが形成される。はがき２６がポケットに挿入された状態で窓孔２３ａ
に対向する部分にはこのはがき２６の差出人欄２６ａが設けられ、この差出人欄にはこの
パンフレットの郵送先の住所及び受取人の氏名が印刷される。また、接着片２５ｅの側縁
は窓孔２３ａの一部が表出するように比較的大きな円弧を描いて切り欠かれ、はがき２６
が挿入されているか否かを一目して判別可能に構成される。
【００３０】
補助シート２５における第２折り目２５ａの中央には封入物を挿通可能なスリット２５ｆ
が形成される。この実施の形態における封入物は商品情報が記載された小冊子２７であり
、このスリット２５ｆ近傍の一対の傾斜部２５ｂ，２５ｃには第２折り目２５ａに平行に
第３及び第４長孔２５ｊ，２５ｋが互いに対向するようにそれぞれ形成される。この第３
及び第４長孔２５ｊ，２５ｋには比較的柔軟な押し戻し紙片２８が挿通され、押し戻し紙
片２８の一端は第３長孔２５ｊの孔縁に接着される（図９）。小冊子２７をスリット２５
ｆに挿通すると、押し戻し紙片２８はその柔軟性からその小冊子２７の先端に押されて図
９（ｂ）に示すように湾曲し、その状態で一対の紙片２２，２３を折り畳むと、押し戻し
紙片２８は一対の傾斜部２５ｂ，２５ｃの間に存在する小冊子２７の先端を覆うようにし
て一対の紙片２２，２３と同方向に折り畳まれるように構成される。
【００３１】
押し戻し紙片２８は、このように折り畳まれた状態で他端が第４長孔２５ｋから突出する
に十分な長さに形成される。押し戻し紙片２８の他端は第４長孔２５ｋの孔縁に係止可能
に折り曲げられ、折り曲げられた部分にはこの部分をパンフレット２０の受取人が引っ張
ることを喚起させる文言が印刷される。図示しないが、押し戻し紙片２８が折り畳まれた
状態で小冊子２７の先端に対応する部分には複数本の補助折り目が第１折り目２１ａと平
行に形成され、比較的厚い小冊子２７がスリット２５ｆに挿通された場合でもその小冊子
２７の厚さに応じて折り畳まれるように形成される。一方、第３長孔２５ｊとスリット２
５ｆの間隔は第４長孔２５ｋとスリット２５ｆの間隔より短くなるように第３及び第４長
孔２５ｊ，２５ｋは一対の傾斜部２５ｂ，２５ｃに形成され、押し戻し紙片２８の他端を
第４長孔２５ｋから引き出して伸張させると、伸張した押し戻し紙片２８は第３長孔２５
ｊから第４長孔２５ｋに向かって開かれた一対の紙片２２，２３に近づくように傾斜して
伸張するように構成され、伸張する際に押し戻し紙片２８はスリット２５ｆに挿通された
小冊子２７を押し戻すように構成される。
【００３２】
このように構成されたパンフレットの組立手順を説明する。
先ず、接着片２５ｅと紙片２３により形成されたポケットに返信用のはがき２６を図８の
実線矢印で示すように挿入し、はがき２６の差出人欄２６ａに印刷されたパンフレットの
郵送先の住所及び受取人の氏名が窓孔２３ａから視認できるように対向させる。また、小
冊子２７をスリットに挿通させて押し戻し紙片２８をその先端で押して湾曲させる。図示
しないが、その状態で一対の紙片２２，２３を折り畳み、小冊子２７の先端を覆うように
して押し戻し紙片２８を一対の紙片２２，２３と同方向に折り畳む。その後、裏紙部を形
成する紙片２４を内紙部を構成する紙片２２に重ねるように折り曲げて第１の実施の形態
と同様に隣接する一対の紙片２３，２４の周縁を剥離可能に接着することによりパンフレ
ット２０からなる封筒を形成する。
【００３３】
このパンフレット２０からなる封筒は投函することにより窓孔２３ａから表出する送り先
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に郵送され、このパンフレット２０を受け取った顧客がこのパンフレット２０を開封し、
折り畳んだ一対の紙片２２，２３を開くと、第２折り目２５ａに接近する第１折り目２１
ａにより小冊子２７は押し戻し紙片２８を介してその先端が押し戻される。これにより、
小冊子２７はスリット２５ｆから突出するとともに、第２折り目２５ａに接近する第１折
り目２１ａにより押し戻し紙片２８も押し戻されてその他端が第４長孔２５ｋから突出す
る。これを見た顧客はその小冊子２７に興味を示すとともに、第４長孔２５ｋから突出し
た押し戻し紙片２８の他端の折り曲げられた部分に印刷された文言に喚起され、その他端
を引っ張る。押し戻し紙片２８の他端が引っ張られると、押し戻し紙片２８は伸張し、伸
張する際に押し戻し紙片２８はスリット２５ｆに挿通された小冊子２７を押し戻して第２
折り目２１ａに形成されたスリット２５ｆからその小冊子２７を突出させる。そして押し
戻し紙片２８が完全に伸張するとその傾斜により小冊子２７は第４長孔２５ｋが形成され
た傾斜面２５ｃに沿って突出し、パンフレット２０の受取人はその突出した小冊子２７を
スリット２５ｆから取り出すとともにベース用シート２１及び補助シート２５に印刷され
た情報を読む。この結果、顧客におけるパンフレット２０の滞留期間も延びる。
【００３４】
ベース用シート２１及び補助シート２５に印刷された情報から小冊子２７に記載された商
品の購入を欲する顧客は、接着片２５ｅと紙片２３により形成されたポケットから返信用
のはがき２６を取り出し、その欲する商品名を記載する。ここで、はがき２６には予めそ
のはがき２６の受取人であるパンフレット２０の発送人が宛先欄に印刷されており、はが
き２６の差出人欄には顧客であるパンフレット２０の受取人の氏名が印刷されているため
、はがき２６に欲する商品名を記載した後、パンフレット２０の受取人は直ちにそのはが
き２６を投函することができ、新たに自己の住所及び氏名等をそのはがき２６に記載する
必要はない。
【００３５】
なお、上述した第３の実施の形態では、パンフレット２０からなる封筒を投函することに
より郵送する場合を示したが、このパンフレット２０は街頭で配布してもよく、若しくは
郵送によらない便により宅配することにより顧客に届けてもよい。郵送によらない場合に
は、紙片２３に形成された窓孔２３ａを透明フィルム２３ｂで封止することは必ずしも必
要でなく、窓孔２３ａを透明フィルム２３ｂで封止することなくはがき２６をポケットに
挿入したパンフレット２０を街頭で配布してもよい。
【００３６】
また、上述した第１、第２及び第３の実施の形態では、第２折り目１４ａ，２５ａを頂部
として接続する一対の傾斜部１４ｂ，１４ｃ，２５ｂ，２５ｃを補助シート１４，２５に
形成したが、図１０に示すように、第１折り目２１ａと平行な第３折り目２５ｍ，２５ｍ
により折り返された補助傾斜部２５ｎ，２５ｎが一対の傾斜部２５ｂ，２５ｃの頂部にそ
れぞれ形成され、その補助傾斜部２５ｎ，２５ｎの先端縁を第２折り目２５ａを介して接
続して断面略Ｍ字状に折り畳まれるように補助シート２５を形成しても良い。このような
補助シート２５では複数のスリット２５ｆを形成することが可能になり、このような補助
シート２５を有するパンフレット２０では比較的多くの封入物２７を同時に封入すること
が可能になる。
更に、上述した第１及び第２の実施の形態では封入物としてコンパクトディスク１６を例
示し、第３の実施の形態では封入物として小冊子２７を例示したが、パンフレットに封入
可能な物であれば、封入物はこれらのコンパクトディスクや小冊子の他に、カード，優待
券，商品カタログ、商品見本、郵便払込取扱票、契約書、申込書、有価証券、注文書、は
がき等であってもよい。
【００３７】
【発明の効果】
以上述べたように、本発明によれば、一対の紙片を折り畳んだとき逆方向に折り畳まれる
補助シートの両側部を一対の紙片の内面にそれぞれ接着し、補助シートの一対の傾斜部又
はその折り目のいずれか一方又は双方に封入物を挿通可能なスリットを形成し、一対の紙
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片を開くときに封入物がスリットから突出するように構成したので、開くときにスリット
から突出する封入物により開いた受取人に興味を持たせることができ、この受取人におけ
る滞留期間を延すことができる。この場合、スリットに対応する第１折り目に封入物が通
過不能の切り込みを形成すれば、一対の紙片の幅方向寸法より大きい封入物を封滅するこ
とができる。また、スリット近傍の一対の傾斜部に第１及び第２長孔を形成して、両端部
にメッセージ部が形成された長尺シートを挿通すれば、封入物とともに第１及び第２長孔
からメッセージ部を突出させることができ、長尺シートが略Ｖ字状に所定の角度で折り畳
まれるように構成されすれば、見る位置によりメッセージ部が互いに広がるかのような錯
覚を顧客に与えることもできる。
【００３８】
また、一対の傾斜部の頂部にそれぞれ形成された補助傾斜部の先端縁が第２折り目を介し
て接続されたＭ字状の補助シートを使用し、複数のスリットを補助シートに形成すれば、
単一のパンフレットに比較的多くの封入物を同時に封入することが可能になり、少なくと
も２枚の紙片のうち隣接する一対の紙片の周縁を接着することにより封筒を形成すれば、
パンフレットを新たに封筒に入れずに郵送することもできる。
【００３９】
更に、スリット近傍の一対の傾斜部に第３及び第４長孔をそれぞれ形成し、一端が第３長
孔の孔縁に接着して第３及び第４長孔に押し戻し紙片を挿通し、スリットに挿通されて一
対の傾斜部の間に存在する封入物の先端を覆うようにその押し戻し紙片を折り畳み、他端
を第４長孔から引き出すことにより伸張する押し戻し紙片に押し戻されてスリットから封
入物が突出するように構成すれば、押し戻し紙片が伸張する際にスリットから突する封入
物を見た顧客に興味を持たせることができ、この受取人における滞留期間を更に延すこと
ができる。この場合、第３長孔とスリットの間隔を第４長孔とスリットの間隔より短く形
成すれば、完全に伸張した押し戻し紙片は第３長孔から第４長孔に向かって傾斜し、その
傾斜により封入物を第４長孔が形成された傾斜面に沿って突出させて顧客の興味を引くこ
とができる。また、封入物の先端に対応する押し戻し紙片に複数本の補助折り目を形成す
れば、封入物の先端形状に相応して押し戻し紙片を折り畳むことができ、押し戻し紙片が
ふくらむことに起因するパンフレットのふくらみを防止することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明第１実施形態のパンフレットが開封された状態を示す斜視図。
【図２】そのパンフレットが開閉する状態を示す図１のＡ－Ａ線断面図。
【図３】第２折り目と傾斜部の双方にスリットが形成された例を示す図１に対応する斜視
図。
【図４】図３のＢ－Ｂ線断面図。
【図５】本発明第２実施形態のパンフレットが開封された状態を示す斜視図。
【図６】その封入物がスリットから突出する状態を示す図５のＣ－Ｃ線断面図。
【図７】開封されたそのパンフレットの正面図。
【図８】本発明第３実施形態のパンフレットが開封された状態を示す斜視図。
【図９】その封入物がスリットから突出する状態を示す図８のＤ－Ｄ線断面図。
【図１０】別の補助シートが使用された図９に対応する断面図。
【符号の説明】
１０，２０　パンフレット
１１，２１　ベース用シート
１１ａ，２１ａ　第１折り目
１１ｂ　切り込み
１２，２２　第１紙片
１３，２３　第２紙片
１４，２５　補助シート
１４ａ，２５ａ　第２折り目
１４ｂ，１４ｃ，２５ｂ，２５ｃ　一対の傾斜部
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１４ｆ，１４ｇ，２５ｆ　スリット
１５ａ　第１長孔
１５ｂ　第２長孔
１６　コンパクトディスク（封入物）
１７　長尺シート
１７ａ，１７ｂ　メッセージ部
２５ｊ　第３長孔
２５ｋ　第４長孔
２５ｍ　第３折り目
２５ｎ　補助傾斜部
２７　小冊子（封入物）
２８　押し戻し紙片
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【 図 ３ 】

【 図 ４ 】

【 図 ５ 】

【 図 ６ 】 【 図 ７ 】
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【 図 ８ 】 【 図 ９ 】

【 図 １ ０ 】
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